
月
刊
中
小
企
業
レ
ポ
ー
ト�

八
月
号�

	

平
成
29
年
８
月
10
日
発
行
　（
毎
月
10
日
発
行
）	

通
巻
489
号	

発
行
人	

佐

々

木

正

孝

発
行
所	

長
野
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

平成29年̔月10日発行（ຖ月10日発行）த小ا業Ϩϙーτ௨ר第489߸　̍部�250ԁ

知恵と力を合わせて信州を元気に MONTHLY REPORT

中小企業レポート
2017

8
No.489

月
刊

ݝதখஂۀاମதԝձੑ׆Խใ

特
集

働
き
方
改
革
の
実
現
に
向
け
て
　
そ
の
2

��歳から��歳の在職者で雇用確保措置終了前の方

自らの能力・経験を生かして働くことを希望する方

雇用確保措置終了後に��歳以降も働くことを希望する方

キャリア人材活用をしませんか？

無料で人材を紹介します！

公益財団法人 産業雇用安定センター 長野事務所
長野県長野市栗田源田窪１０００－１ 長栄長野東口ビル３階 ＴＥＬ ０２６－２２９－０５５５

キャリア人材バンク登録者は下記
に該当する方になります。
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☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　��ϥΠϑελΠϧͷݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍LHͷ$0� ʡݮ
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＜商品のメ

＜商品概要

＜本商品の

●詳しくはけんしん

（1）お使いみち

（2）お借入れ金

（3）お借入れ期

（4）ご返済方法

（5）お借入れ利

（6）お借入れ日

（7）担保／保証

けん

 本商品は

者を支援

 担保・第

 通常の

からの資

ながりま

本商品は、日本

ることにより、

者の皆様にご

皆様へのご融

渡を行うことなく

DS 契約（一種

締結する形で

ご利用条件＞①

各１２カ月）であ

ること。※ご利

。また、上記条

があります。  

募 

～日本公庫

メリット＞ 

要＞ 

の仕組み＞

ん窓口または担当

ち 設備

金額 １,０

期間 
４年

法 毎月

利率 詳し

日 平成

証人 無担

んし
～地

は日本公庫

援するもの

第三者保証

プロパー融

資金調達と

ます。 

本政策金融公

無担保の商品

ご提供するもの

融資については

く、当組合が日

種の損失補償

で証券化を行い

①青色申告者

あること。③「償却

利用条件の判定

条件を満たしたう

（注）経常収支=

集 期 

庫と連携

＞ 

当者までお問い合

備資金・運転資

０００万円～５

年２カ月～４年

月元金均等返

しくは窓口にお

成２９年８月～

担保・原則代表

しん
地方創生

庫と連携し

のです。 

証が不要で

融資と同様

となります

公庫と提携

品を中小企

のです。 

は、債権譲

日本公庫と

償契約）を別

います。 

であり、法人税

却前経常利益が

定は当組合の基

うえで、通常の

=償却前経常利益

間  ：平成

して地方

合わせください。

資金 ※ただし

５,０００万円（

年８カ月    

返済（ご返済回

お問い合わせ

～平成３０年１

表者保証 

地方
生に向け

「地方創生

長期の資金

のお手続き

ので、調達

税・社会保険料

が黒字｣または

基準により行い

融資と同様の

益-受取手形増減

成２９年８

方創生に資

し、既存のお借入

１００万円単位

・初回償還日

・最終償還日

回数４８回） 

せください。 

月 （詳しくは窓

方創
けた新た

生」を担う中

金を確保で

きで、実質的

達手段の多様

に未納がない法

は「経常収支（注

いますので、必ず

審査をお受けい

減-売掛金増減-棚

８月１日～

資する中小

れの返済資金と

位） 

 平成３０年４

 平成３４年３

窓口または担当者

創生
たな資金

中小企業

きます。

的に市場

様化につ

法人であること

注）が黒字」であ

ずしも決算書に

いただきます。

棚卸資産増減+支

～平成２

小企業者を

してはお使いいた

４月２０日 

３月２０日 

者までお問い合わ

生ロ
金調達～

と。②業歴３年以

あること。④募集

にご記載の数値

審査結果によ

支払手形増減（除

年０
金

※金利優遇

店頭ま

ご

２９年１２

を支援～ 

平成 29 年

ただけません。 

わせください。） 

ロー
～ 

以上で、２期連

集要項で定めて

値で判断すると

よっては、ご融資

除く設備分）+買掛

最大 

０.４
金利優

遇の適用条件

またはホームペ

ご確認ください

２月２９日

8 月 1 日現在

ーン

連続正常決算

ている業種で

とは限りませ

資できない場

掛金増減 

４％ 
優遇 

件については、

ページで 

い。 

日 

 

「部落差別の解消の推進に関する法律」が
平成28年12月16日から施行されました

■同和問題とは
　日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長
い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国
固有の重大な人権問題です。

■同和問題（部落差別）の解決に向けたこれまでの経緯と課題
　同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和44年以来33年間、特別措置法に基づき、地域改
善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一
般地区との格差は大きく改善されました。
　しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたりする事案が依然と
して存在するほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされるといった事案も発生して
います。
　また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、同和問題を口実として企業・行政機関等へ不当な圧力をかけ、
高額の書籍を売りつけるなどの、いわゆるえせ同和行為も問題となっています。

■法務省の人権擁護機関の取組
　従来から、同和問題（部落差別）の解消を重要な人権課題と捉え、啓発・広報活動等に積極的に取り組むと
ともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、被害の救済・予防を図っています。特に、インターネッ
ト上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情
報を認知した場合は、その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。
　また、全省庁参加の下、「えせ同和行為対策中央省庁連絡協議会」を設置し、地方においても全国の法務局・
地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し、えせ同和行為排除のための取組を
行っています。

同和問題（部落差別）を始めとする人権問題やえせ同和行為でお困りの方はご相談ください。
　みんなの人権110番　0570-003-110
　インターネット人権相談受付窓口　http://www.jinken.go.jp/

同和問題（部落差別）に関する参考資料
　えせ同和行為対応の手引　http://www.moj.go.jp/content/000122217.pdf
　人権ライブラリー　http://www.jinken-library.jp

法務省・全国人権擁護委員連合会
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【表紙写真】見越し宮殿（みこしくうでん）
　൧ࢁஃࣄ業ڠಉ߹Ͱ։発ͨ͠ʮ൧ࢁஃ৽45:-&ʯͷҰͭɻ
ݟ
Έ ͜

ӽ͠ٶ
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఼ͷ࡞ࢼ։発ɺ༗ݶ会社্
͡ΐ͏͔͍΄ΜͯΜ

ւຊళ͕୲͠·ͨ͠ɻ
ஃͷ౷ͱٕज़ΛऔΓೖΕࢁͰ͋Δ൧ܳఆ͢Δ౷తࢦͷࠃ　
ͳ͕Βɺݱͷੜۭؒ׆ʹରԠ͢Δ͕Γࠐ·Ε͍ͯ·͢ɻ

　̡ ͓͍߹Θͤʳ
　　൧ࢁஃࣄ業ڠಉ߹　　ి��������������



ʲςレϫʔΫ૬ஊηンλʔʢް生労働লҕୗࣄ業ʣr
　౦ژ内に設置されたςϨϫーΫ相談ηンター（一般社団法人�日本ςϨϫーΫ協会　ి���������4��）
において、ςϨϫーΫಋೖ・実࣌ࢪの࿑務理上の課題等についての࣭問に応じています。また、ςϨϫーΫ

�

　ઌ݄߸に引き続き、ʮ働き方վֵ࣮ܭߦըʯでࣔ͞ΕたʮޙࠓのରԠの方ੑʯとް生労働ল長労働ہのओな
支援ࡦなͲを͝հします。݄ࠓ߸は、ᶉʙᶕを͝հします。

ʮಇ͖方վֵ࣮行ܭըʯでࣔされたରԠࡦ
　ᶃ　同一࿑ಇ同一ۚの実ޮੑを֬อする法੍とΨイυϥインの整備
　ᶄ　ඇਖ਼ޏن༻࿑ಇऀのਖ਼社һ化などΩϟϦΞΞップのਪਐ
　ᶅ　企業への上げのಇきかけ取Ҿ件改善・生ੑ࢈上ࢧԉなど上げしすい環境の整備
　ᶆ　法改ਖ਼による࣌間֎࿑ಇの上੍نݶのಋೖ
　ᶇ　ۈ務間インターバϧ੍ಋೖにけた環境整備
　ᶈ　݈߁でಇきすい৬場環境の整備
　ᶉ　ܕ༺ޏςϨϫʔΫͷΨΠυϥΠϯ刷৽ͱಋೖࢧԉ
　ᶊ　ඇܕ༺ޏςϨϫʔΫͷΨΠυϥΠϯ刷৽ͱಇ͖खͷࢧԉ
　ᶋ　෭業ɾ݉業ͷਪਐʹ͚ͨΨΠυϥΠϯࡦఆϞσϧब業نଇվఆͳͲͷڥඋ
　ᶌ　ྍ࣏ͱࣄͷཱ྆ʹ͚ͨτϥΠΞϯάϧࢧܕԉͳͲͷਪਐ
　ᶍ　ࢠҭͯɾհޢͱࣄͷཱ྆ࢧԉࡦͷॆ࣮ɾ׆༻ଅਐ
　ᶎ　োऀͷرྗΛ͔ͨ͠׆ब࿑ࢧԉͷਪਐ
　ᶏ　֎ࠃ人ࡐडೖΕͷڥඋ
　ᶐ　ঁੑͷϦカϨϯτڭҭͳͲݸ人ͷֶͼ͠ͷࢧԉ৬業܇࿅ͳͲͷॆ࣮
　ᶑ�　ύʔτλΠϜঁੑ͕ब業ௐΛҙࣝ͠ͳ͍ڥඋ正社һঁੑͷ෮৬ͳͲଟ༷ͳঁੑ׆༂

ͷਪਐ
　ᶒ　ब৬ණՏੈظएऀͷ׆༂ʹࢧ͚ͨԉɾڥඋͷਪਐ
　ᶓ�　స৬ɾ࠶ब৬ऀͷػ༺࠾会֦େʹࢦ͚ͨࡦఆɾडೖΕ企業ࢧԉͱ৬業ྗɾ৬ใͷ

ΔԽ͑ݟ
　ᶔ　څܕֶۚͷઃͳͲ୭ʹͰνϟϯεͷ͋Δڭҭڥͷඋ
　ᶕ　ܧଓޏ༻Ԇ長ɾఆԆ長ͷࢧԉͱऀྸߴͷϚονϯάࢧԉ

ಛूɹฏ2�  ௨ৗ૯ձ

ಇ͖ํվֵの
ɹ�࣮ݱに͚ͯ

※�　以下の白抜き文字の囲み記事は、「働き方改革実行計画」で示された「今後の対応の方向性」の記載内容です。

ᶉ　雇用ܕςϨϫʔΫのΨΠυϥΠン৽とಋೖ支援ᶉ　雇用ܕςϨϫʔΫのΨΠυϥΠン৽とಋೖ支援ᶉ　雇用ܕςϨϫʔΫのΨΠυϥΠン৽とಋೖ支援
　�　ςレϫʔΫには、ࣄ業者と雇用ܖを݁Μͩ労働者͕ࣗ等で働くものʢ雇用ܕςレϫʔΫʣと、ࣄ業者　�　ςレϫʔΫには、ࣄ業者と雇用ܖを݁Μͩ労働者͕ࣗ等で働くものʢ雇用ܕςレϫʔΫʣと、ࣄ業者　�　ςレϫʔΫには、ࣄ業者と雇用ܖを݁Μͩ労働者͕ࣗ等で働くものʢ雇用ܕςレϫʔΫʣと、ࣄ業者
と雇用ܖを݁ͣにࣄをけෛい、ࣗ等で働くものʢඇ雇用ܕςレϫʔΫʣ͕ある。雇用ܕςレϫʔと雇用ܖを݁ͣにࣄをけෛい、ࣗ等で働くものʢඇ雇用ܕςレϫʔΫʣ͕ある。雇用ܕςレϫʔと雇用ܖを݁ͣにࣄをけෛい、ࣗ等で働くものʢඇ雇用ܕςレϫʔΫʣ͕ある。雇用ܕςレϫʔ
Ϋにͭいては、ۙ年のスϚʔτϑΥンやαςϥイτΦϑΟスのීٴといͬたࣄ環境のม化にରԠし、長࣌Ϋにͭいては、ۙ年のスϚʔτϑΥンやαςϥイτΦϑΟスのීٴといͬたࣄ環境のม化にରԠし、長࣌Ϋにͭいては、ۙ年のスϚʔτϑΥンやαςϥイτΦϑΟスのීٴといͬたࣄ環境のม化にରԠし、長࣌
間労働をটくこと͕ないよ͏にཹ意しͭͭ、ͦのීٴを図るため、労ཧなͲにؔするΨイυϥインを間労働をটくこと͕ないよ͏にཹ意しͭͭ、ͦのීٴを図るため、労ཧなͲにؔするΨイυϥインを間労働をটくこと͕ないよ͏にཹ意しͭͭ、ͦのීٴを図るため、労ཧなͲにؔするΨイυϥインを
৽する。また、ا業等にରするಋೖ支援やによるݺͼ͔け・ઌਨൣなͲによるपൃܒをਪ進する。৽する。また、ا業等にରするಋೖ支援やによるݺͼ͔け・ઌਨൣなͲによるपൃܒをਪ進する。৽する。また、ا業等にରするಋೖ支援やによるݺͼ͔け・ઌਨൣなͲによるपൃܒをਪ進する。

ಛ�ू

 
そ
の
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のಋೖをݕ౼する企業に対して࿑務理等に関する๚問によ
るίンαϧςΟンάを実ࢪしています。

ʲ৬意ࣝվળॿۚʢςレϫʔΫίʔスʣr
　在ຢはαςϥイトΦϑΟεにおいてब業するςϨϫーΫを、৽نにಋೖする中খ企業事業ओຢはܧଓして
活༻する中খ企業事業ओが、ධՁظ間に̍ճ以上、対࿑ಇऀ全һに在ຢはαςϥイトΦϑΟεにおいてब
業するςϨϫーΫを実ࢪさせるなどの成果目ඪを目指して取り組Μͩ場合、その実ࢪに要したඅ༻の一部を助
成する੍です。ৄしくは、ςϨϫーΫ相談ηンター（ి
���������4��）へお問い合わせくͩさい。

ʲ)0.&�803,&34�8&#ʢϗʔϜϫʔΧʔζェϒʣr
　)0.&�803,&34�8&#（ϗーϜϫーΧーζΣϒ）は、ް生࿑ಇ省のҕୗ事業「在ब業ऀ૯合ࢧԉ事
業（ް生࿑ಇ省ҕୗ事業）」の一環としてӡӦされている「在ϫーΫに関する૯合ࢧԉαイト」です。在ϫー
Ϋを࢝めたい方在ϫーΫをすでに࢝めている方々、さらには在ϫーΫのհ機関業務の発企業（発
ऀ）けに、「在ϫーΫの適ਖ਼な実ࢪのためのΨイυϥイン」「在ϫーΧーのためのϋンυϒッΫ」など、
有ӹな情報をఏڙしています。

ʲฏ2�年�0݄͔̍Βվਖ਼ҭࣇ・հٳޢ業๏͕スλʔτしますʳ
　อҭԂなどにೖॴできͣ、ୀ৬を༨ّなくされる事態を防͙ため、ҭࣇ・հٳޢ業法がมわります。またさ
らに、ҭࣇをしながらಇくஉঁ࿑ಇऀが、ҭٳࣇ業などを取ಘしすい৬場環境づくりをਐめます。

�

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

ᶊ　ඇ雇用ܕςϨϫʔΫのΨΠυϥΠン৽とಇ͖खの支援ᶊ　ඇ雇用ܕςϨϫʔΫのΨΠυϥΠン৽とಇ͖खの支援ᶊ　ඇ雇用ܕςϨϫʔΫのΨΠυϥΠン৽とಇ͖खの支援
　�　ඇ雇用ܕςレϫʔΫにͭいて、ྑな就業ܗଶとなるよ͏環境整備を図るとともに、働きखにରする支援　�　ඇ雇用ܕςレϫʔΫにͭいて、ྑな就業ܗଶとなるよ͏環境整備を図るとともに、働きखにରする支援　�　ඇ雇用ܕςレϫʔΫにͭいて、ྑな就業ܗଶとなるよ͏環境整備を図るとともに、働きखにରする支援
として、ΨイυϒοΫのվ定や、ڭҭ܇࿅等の支援のॆ࣮等を͏ߦ。また、雇用ྨࣅの働き方にؔするอޢとして、ΨイυϒοΫのվ定や、ڭҭ܇࿅等の支援のॆ࣮等を͏ߦ。また、雇用ྨࣅの働き方にؔするอޢとして、ΨイυϒοΫのվ定や、ڭҭ܇࿅等の支援のॆ࣮等を͏ߦ。また、雇用ྨࣅの働き方にؔするอޢ
等のࡏり方にͭいて、๏的อޢのඞཁੑをؚめて中長期的にݕ౼する。等のࡏり方にͭいて、๏的อޢのඞཁੑをؚめて中長期的にݕ౼する。等のࡏり方にͭいて、๏的อޢのඞཁੑをؚめて中長期的にݕ౼する。

ᶋ�　ᶋ�　ᶋ�　෭ۀ݉・ۀのਪਐʹ͚ͨΨΠυϥΠンࡦ定Ϟσϧबنۀଇվ定ͳͲのڥඋ෭ۀ݉・ۀのਪਐʹ͚ͨΨΠυϥΠンࡦ定Ϟσϧबنۀଇվ定ͳͲのڥඋ෭ۀ݉・ۀのਪਐʹ͚ͨΨΠυϥΠンࡦ定Ϟσϧबنۀଇվ定ͳͲのڥඋ
　�　ॾ֎ࠃでは෭業・݉業を௨͡たى業͕։業の上にもد༩して͓り、৽たなٕज़の։ൃ、Φʔϓンイϊ　�　ॾ֎ࠃでは෭業・݉業を௨͡たى業͕։業の上にもد༩して͓り、৽たなٕज़の։ൃ、Φʔϓンイϊ　�　ॾ֎ࠃでは෭業・݉業を௨͡たى業͕։業の上にもد༩して͓り、৽たなٕज़の։ൃ、Φʔϓンイϊ
ϕʔγϣン、ى業のखஈやୈ̎のਓ生の४備としても༗ޮである。このためΨイυϥインのࡦ定やϞσϧ就ϕʔγϣン、ى業のखஈやୈ̎のਓ生の४備としても༗ޮである。このためΨイυϥインのࡦ定やϞσϧ就ϕʔγϣン、ى業のखஈやୈ̎のਓ生の४備としても༗ޮである。このためΨイυϥインのࡦ定やϞσϧ就
業نଇのվ定なͲ෭業・݉業のීٴを図るとともに、෭業・݉業を௨͡た業・৽ࣄ業のग़にؔするࣄ業نଇのվ定なͲ෭業・݉業のීٴを図るとともに、෭業・݉業を௨͡た業・৽ࣄ業のग़にؔするࣄ業نଇのվ定なͲ෭業・݉業のීٴを図るとともに、෭業・݉業を௨͡た業・৽ࣄ業のग़にؔするࣄ
ྫのԣల։を図る。ͦのࡍ、長࣌間労働をট͔ないよ͏、労働࣌間ཧのࡏり方等にͭいても整ཧする。ྫのԣల։を図る。ͦのࡍ、長࣌間労働をট͔ないよ͏、労働࣌間ཧのࡏり方等にͭいても整ཧする。ྫのԣల։を図る。ͦのࡍ、長࣌間労働をট͔ないよ͏、労働࣌間ཧのࡏり方等にͭいても整ཧする。

ᶌ　ྍ࣏とࣄのཱ྆ʹ͚ͨτϥΠΞングϧܕ支援ͳͲのਪਐᶌ　ྍ࣏とࣄのཱ྆ʹ͚ͨτϥΠΞングϧܕ支援ͳͲのਪਐᶌ　ྍ࣏とࣄのཱ྆ʹ͚ͨτϥΠΞングϧܕ支援ͳͲのਪਐ
�　͕Μ等のපؾを๊͑るױ者やෆྍ࣏を͏ߦ්͕活༂できる環境を整備する。ྍ࣏ঢ়گに߹Θͤた働き�　͕Μ等のපؾを๊͑るױ者やෆྍ࣏を͏ߦ්͕活༂できる環境を整備する。ྍ࣏ঢ়گに߹Θͤた働き�　͕Μ等のපؾを๊͑るױ者やෆྍ࣏を͏ߦ්͕活༂できる環境を整備する。ྍ࣏ঢ়گに߹Θͤた働き
方͕できるよ͏、ױ者にدりఴいな͕Β継続的に૬ஊ支援をߦい、ױ者・ओ࣏ҩ・会ࣾ間をௐ整するཱ྆支方͕できるよ͏、ױ者にدりఴいな͕Β継続的に૬ஊ支援をߦい、ױ者・ओ࣏ҩ・会ࣾ間をௐ整するཱ྆支方͕できるよ͏、ױ者にدりఴいな͕Β継続的に૬ஊ支援をߦい、ױ者・ओ࣏ҩ・会ࣾ間をௐ整するཱ྆支
援ίʔσΟωʔλʔを置し、ओ࣏ҩ、会ࣾとのτϥイアンάϧܕαϙʔτମ੍をߏஙする。あΘͤて会ࣾ、援ίʔσΟωʔλʔを置し、ओ࣏ҩ、会ࣾとのτϥイアンάϧܕαϙʔτମ੍をߏஙする。あΘͤて会ࣾ、援ίʔσΟωʔλʔを置し、ओ࣏ҩ、会ࣾとのτϥイアンάϧܕαϙʔτମ੍をߏஙする。あΘͤて会ࣾ、
労働者けのීൃܒ・ٴをߦい、ا業จ化のൈຊվֵを促す。労働者けのීൃܒ・ٴをߦい、ا業จ化のൈຊվֵを促す。労働者けのීൃܒ・ٴをߦい、ا業จ化のൈຊվֵを促す。
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ᶍ　ࢠҭͯ・հޢとࣄのཱ྆支援ࡦのॆ࣮・׆用ଅਐᶍ　ࢠҭͯ・հޢとࣄのཱ྆支援ࡦのॆ࣮・׆用ଅਐᶍ　ࢠҭͯ・հޢとࣄのཱ྆支援ࡦのॆ࣮・׆用ଅਐ
�　ࣗΒのϥイϑスςʔジに߹Θͤ、உঁともࣄとҭࣇ・հޢ等とのཱ͕྆できるよ͏、อҭのडけࡼ・հ�　ࣗΒのϥイϑスςʔジに߹Θͤ、உঁともࣄとҭࣇ・հޢ等とのཱ͕྆できるよ͏、อҭのडけࡼ・հ�　ࣗΒのϥイϑスςʔジに߹Θͤ、உঁともࣄとҭࣇ・հޢ等とのཱ͕྆できるよ͏、อҭのडけࡼ・հ
を強化していく。また、ຊ年݄̐ࡦのॲ۰վળを進めͭͭ、ཱ྆支援ࡐਓޢαʔϏス等の整備やอҭ・հޢを強化していく。また、ຊ年݄̐ࡦのॲ۰վળを進めͭͭ、ཱ྆支援ࡐਓޢαʔϏス等の整備やอҭ・հޢを強化していく。また、ຊ年݄̐ࡦのॲ۰վળを進めͭͭ、ཱ྆支援ࡐਓޢαʔϏス等の整備やอҭ・հޢ
以降の֤࣏ࣗମに͓けるޙࠓの機ࣇಐのվળঢ়گ等も౿ま͑、৽たなϓϥンをࡦ定する。以降の֤࣏ࣗମに͓けるޙࠓの機ࣇಐのվળঢ়گ等も౿ま͑、৽たなϓϥンをࡦ定する。以降の֤࣏ࣗମに͓けるޙࠓの機ࣇಐのվળঢ়گ等も౿ま͑、৽たなϓϥンをࡦ定する。
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ಛूɹಇ͖ํվֵͷ࣮͚ͯʹݱɹͦͷ̎

　վਖ਼༰̍ɿ࠷̎ࡀ·Ͱのҭۀٳࣇの࠶Ԇ͕Մʹ
間をظ業ٳࣇも、อҭԂ等にೖれないなどの場合には、会社にਃしग़る͜とにより、ҭޙか݄以̒ࡀ̍　�　　

。までとなりますࡀ間も̎ظ付څ付ۚのڅ業ٳࣇԆ長できます。ҭ࠶までࡀ長̎࠷
　վਖ਼༰̎ɿࢠͲ͕ੜ·ΕΔ༧ఆのํなͲʹҭۀٳࣇの੍なͲΛ͓Βせ
　　�　事業ओは、ಇく方そのऀۮが৷・ग़࢈した͜と等を知った場合に、その方にݸ別にҭٳࣇ業等に

関する੍を知らせる努力ٛ務が設されます。
　վਖ਼༰̏ɿҭࣇతٳՋのಋೖΛଅਐ
　　�　ະबֶࣇをҭてながらಇく方がࢠҭてしすいよう、ҭࣇに関

する目的でར༻できるٳՋ੍を設ける努力ٛ務が設されます。

ʲཱ྆支援等ॿۚʳ
　従業һの৬業生活とՈఉ生活のཱ྆ࢧԉঁੑの活༂ਪਐに取り組む事業ओに対して助成する੍です。本
助成ۚは、̒つのίーεがあり、֓要は以下のとおりです。ৄしくは、長࿑ಇ局ޏ༻環境・ۉ等ࣨ（ి
������3�����）へお問い合わせくͩさい。
　ᶗ　ग़ੜࢧཱ྆࣌ԉίーε
　　�　உੑがҭٳࣇ業を取ಘしすい৬場෩࡞りの取り組みを行い、உੑに一定ظ間の連ଓしたҭٳࣇ業を

取ಘさせた事業ओにڅࢧします。
　ᶘ　հޢ৬ࢧࢭԉίーε
またはಇきながؼ業の取ಘ・৬場෮ٳޢのཱ྆に関する৬場環境整備の取り組みを行い、հޢ事とհ　�　　

らհޢを行うためのۈ務੍੍ݶのར༻をԁにするための取り組みを行った事業ओにڅࢧします。
　ᶙ　ҭۀٳࣇࢧԉίーε
　　ᶃ　ҭٳ取ಘ࣌・৬場෮࣌ؼ
　　　�　「ҭٳ෮ࢧؼԉプϥン」を࡞成し、プϥンにԊって࿑ಇऀにҭٳࣇ業を取ಘ、৬場෮ؼさせた中খ企

業事業ओにڅࢧします。
　　ᶄ　ସ要һ֬อ࣌
　　　�　ҭٳࣇ業取ಘऀのସ要һを֬อし、ٳ業取ಘऀをݪ৬等に෮ؼさせた中খ企業事業ओにڅࢧします。
　ᶚ　ޏ࠶༻ऀධՁॲ۰ίーε
　　�　৷、ग़࢈、ҭࣇຢはհޢを理༝としてୀ৬したऀが、ब業がՄになったときに෮৬でき、適切にධ

Ձされ、置・処遇されるޏ࠶༻੍をಋೖし、رするऀを࠾༻した事業ओにڅࢧします。
　ᶛ　ۀࣄॴอҭࢪઃίーε
　　�　ฏ成��年݄̐から৽ܭنըの認定ਃ請受付をఀࢭしています。৽たに事業ॴ内อҭࢪ設の設置等を行う

場合は、企業ओಋܕอҭ事業（内ֳ）による助成੍の活༻を͝ݕ౼くͩさい。
　ᶜ　ঁੑ׆༂ՃԽίーε
　　�　ঁੑ活༂ਪਐ法に基づき、ࣗ社のঁੑの活༂に関する「目ඪ」、「目ඪ」のୡ成にけた「取組

目ඪ」をり込Μͩ「行動ܭը」を策定して、目ඪをୡ成した事
業ओにڅࢧします。

ᶎ　ো者のرྗΛ͔ͨ͠׆ब࿑支援のਪਐᶎ　ো者のرྗΛ͔ͨ͠׆ब࿑支援のਪਐᶎ　ো者のرྗΛ͔ͨ͠׆ब࿑支援のਪਐ
　�　ো者等͕رやྗ、దੑをेに活͔し、োのಛੑ等にԠ͡て࠷େݶ活༂できること͕ී௨になる　�　ো者等͕رやྗ、దੑをेに活͔し、োのಛੑ等にԠ͡て࠷େݶ活༂できること͕ී௨になる　�　ো者等͕رやྗ、దੑをेに活͔し、োのಛੑ等にԠ͡て࠷େݶ活༂できること͕ී௨になる
ࣾ会をࢦす。このため、長期的دりఴいܕ支援のॏ化等により、ো者雇用θϩا業をݮΒしていくとࣾ会をࢦす。このため、長期的دりఴいܕ支援のॏ化等により、ো者雇用θϩا業をݮΒしていくとࣾ会をࢦす。このため、長期的دりఴいܕ支援のॏ化等により、ো者雇用θϩا業をݮΒしていくと
ともに、ࢱ就労のをো者͕やり͕いをより͡ײΒΕる環境にม͑ていく。また、ಛผな支援をඞཁとともに、ࢱ就労のをো者͕やり͕いをより͡ײΒΕる環境にม͑ていく。また、ಛผな支援をඞཁとともに、ࢱ就労のをো者͕やり͕いをより͡ײΒΕる環境にม͑ていく。また、ಛผな支援をඞཁと
するࢠ供にͭいて、ॳ等中等・高等ڭҭ機ؔとࢱ・อ݈・ҩྍ・労働等のؔߦ機͕ؔ࿈ܞして、就ֶするࢠ供にͭいて、ॳ等中等・高等ڭҭ機ؔとࢱ・อ݈・ҩྍ・労働等のؔߦ機͕ؔ࿈ܞして、就ֶするࢠ供にͭいて、ॳ等中等・高等ڭҭ機ؔとࢱ・อ݈・ҩྍ・労働等のؔߦ機͕ؔ࿈ܞして、就ֶ
લ͔Βଔ業ޙにΘたるΕない支援ମ੍を整備する。લ͔Βଔ業ޙにΘたるΕない支援ମ੍を整備する。લ͔Βଔ業ޙにΘたるΕない支援ମ੍を整備する。
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ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

ʲฏ�0年݄͔̐̍Βো者の๏定雇用͕引き上げになりますʳ

ʲฏ2�年��݄͔̍Βʮ֎ࠃਓのٕ࣮शのదਖ਼な࣮ٴࢪͼٕ࣮श生のอޢにؔする๏ʯ͕ Εますʳ͞ߦࢪ
　֎国人のٕ実शの適ਖ਼な実ࢪ及びٕ実श生のอޢを図るため、ٕ実शに関し、基本理೦を定め、国等
の務を໌らかにするとともに、ٕ実शܭըの認定及び理団体のڐՄの੍を設け、͜れらに関する事務
を行う֎国人ٕ実श機構を設ける等のॴ要の措置がߨじら
れます。

ᶏ　֎ࠃਓࡐडೖΕのڥඋᶏ　֎ࠃਓࡐडೖΕのڥඋᶏ　֎ࠃਓࡐडೖΕのڥඋ
　�　ઐ的・ٕज़的の֎ࠃਓࡐにͭいては、զ͕ࠃのࣾࡁܦ会の活ੑ化にࢿすること͔Β、ੵۃ的にडけ　�　ઐ的・ٕज़的の֎ࠃਓࡐにͭいては、զ͕ࠃのࣾࡁܦ会の活ੑ化にࢿすること͔Β、ੵۃ的にडけ　�　ઐ的・ٕज़的の֎ࠃਓࡐにͭいては、զ͕ࠃのࣾࡁܦ会の活ੑ化にࢿすること͔Β、ੵۃ的にडけ
ೖΕること͕ॏཁ。ଞ方、ઐ的・ٕज़的とはධՁ͞Εないの֎ࠃਓࡐのडೖΕにͭいては、χʔೖΕること͕ॏཁ。ଞ方、ઐ的・ٕज़的とはධՁ͞Εないの֎ࠃਓࡐのडೖΕにͭいては、χʔೖΕること͕ॏཁ。ଞ方、ઐ的・ٕज़的とはධՁ͞Εないの֎ࠃਓࡐのडೖΕにͭいては、χʔ
ζのѲやࡁܦ的ޮՌのͩূݕけでなく、ຊਓの雇用のӨ࢈、ڹ業ߏのӨڭ、ڹҭ、ࣾ会อো等のζのѲやࡁܦ的ޮՌのͩূݕけでなく、ຊਓの雇用のӨ࢈、ڹ業ߏのӨڭ、ڹҭ、ࣾ会อো等のζのѲやࡁܦ的ޮՌのͩূݕけでなく、ຊਓの雇用のӨ࢈、ڹ業ߏのӨڭ、ڹҭ、ࣾ会อো等の
ࣾ会的ίスτ、࣏҆なͲ෯い؍͔Β、ࠃຽ的ίンηンαスを౿ま͑ͭͭݕ౼を進める。ࣾ会的ίスτ、࣏҆なͲ෯い؍͔Β、ࠃຽ的ίンηンαスを౿ま͑ͭͭݕ౼を進める。ࣾ会的ίスτ、࣏҆なͲ෯い؍͔Β、ࠃຽ的ίンηンαスを౿ま͑ͭͭݕ౼を進める。

　�
ᶐ　ঁੑのϦΧϨンτڭҭͳͲݸਓのֶͼ͠の支援৬܇ۀ࿅ͳͲのॆ࣮ᶐ　ঁੑのϦΧϨンτڭҭͳͲݸਓのֶͼ͠の支援৬܇ۀ࿅ͳͲのॆ࣮ᶐ　ঁੑのϦΧϨンτڭҭͳͲݸਓのֶͼ͠の支援৬܇ۀ࿅ͳͲのॆ࣮
ҭて等により৬したঁੑのリΧレンࢠ。͏ߦをࢿをൈຊ強化、集中ࢿࡐ業、によるਓا、ਓݸ　ҭて等により৬したঁੑのリΧレンࢠ。͏ߦをࢿをൈຊ強化、集中ࢿࡐ業、によるਓا、ਓݸ　ҭて等により৬したঁੑのリΧレンࢠ。͏ߦをࢿをൈຊ強化、集中ࢿࡐ業、によるਓا、ਓݸ　ҭて等により৬したঁੑのリΧレンࢠ。͏ߦをࢿをൈຊ強化、集中ࢿࡐ業、によるਓا、ਓݸ　�　ҭて等により৬したঁੑのリΧレンࢠ。͏ߦをࢿをൈຊ強化、集中ࢿࡐ業、によるਓا、ਓݸ　�　
τڭҭや高度な*5なͲݸਓのओମ的なֶͼしを௨͡たキャリアアοϓ・࠶就৬の支援をൈຊ的に֦ॆすτڭҭや高度な*5なͲݸਓのओମ的なֶͼしを௨͡たキャリアアοϓ・࠶就৬の支援をൈຊ的に֦ॆすτڭҭや高度な*5なͲݸਓのओମ的なֶͼしを௨͡たキャリアアοϓ・࠶就৬の支援をൈຊ的に֦ॆす
る。あΘͤて、ا業によるڭҭ܇࿅の࣮֦ࢪେ、長期の৬者܇࿅の֦ॆを図る。また、࣮ફ的な৬業ڭҭる。あΘͤて、ا業によるڭҭ܇࿅の࣮֦ࢪେ、長期の৬者܇࿅の֦ॆを図る。また、࣮ફ的な৬業ڭҭる。あΘͤて、ا業によるڭҭ܇࿅の࣮֦ࢪେ、長期の৬者܇࿅の֦ॆを図る。また、࣮ફ的な৬業ڭҭ
を͏ߦઐ৬େֶをઃするとともに、ମܥ的なキャリアڭҭをਪ進する。を͏ߦઐ৬େֶをઃするとともに、ମܥ的なキャリアڭҭをਪ進する。を͏ߦઐ৬େֶをઃするとともに、ମܥ的なキャリアڭҭをਪ進する。

ࡧݕࡧݕࡧݕ

ࡧݕࡧݕࡧݕ

※1　�対象となる事業主の範囲が、従業員
45.5人以上に広がります。

※2　�平成33年４月までには、更に0.1％引
き上げとなります。

　�

ᶑ�　ύʔτλΠϜঁੑ͕बۀௐΛҙࣝ͠ͳ͍ڥඋਖ਼ࣾһঁੑの෮৬ͳͲଟᶑ�　ύʔτλΠϜঁੑ͕बۀௐΛҙࣝ͠ͳ͍ڥඋਖ਼ࣾһঁੑの෮৬ͳͲଟᶑ�　ύʔτλΠϜঁੑ͕बۀௐΛҙࣝ͠ͳ͍ڥඋਖ਼ࣾһঁੑの෮৬ͳͲଟ
༷ͳঁੑ׆༂のਪਐ༷ͳঁੑ׆༂のਪਐ༷ͳঁੑ׆༂のਪਐ

就৬の支援を強化するとともに、就業ௐ整を意ࣝしないで働くこ࠶ҭて等により৬したঁੑの෮৬やࢠ　就৬の支援を強化するとともに、就業ௐ整を意ࣝしないで働くこ࠶ҭて等により৬したঁੑの෮৬やࢠ　就৬の支援を強化するとともに、就業ௐ整を意ࣝしないで働くこ࠶ҭて等により৬したঁੑの෮৬やࢠ　就৬の支援を強化するとともに、就業ௐ整を意ࣝしないで働くこ࠶ҭて等により৬したঁੑの෮৬やࢠ　�　就৬の支援を強化するとともに、就業ௐ整を意ࣝしないで働くこ࠶ҭて等により৬したঁੑの෮৬やࢠ　�　
と͕できるよ͏環境整備を͏ߦなͲ、ࢠҭてやհޢなͲ多様なݧܦを͕ੑঁͭ࣋活༂できる環境を整͑る。と͕できるよ͏環境整備を͏ߦなͲ、ࢠҭてやհޢなͲ多様なݧܦを͕ੑঁͭ࣋活༂できる環境を整͑る。と͕できるよ͏環境整備を͏ߦなͲ、ࢠҭてやհޢなͲ多様なݧܦを͕ੑঁͭ࣋活༂できる環境を整͑る。
また、ঁੑリʔμʔのҭを支援する。また、ঁੑリʔμʔのҭを支援する。また、ঁੑリʔμʔのҭを支援する。

ʮ̡ۮ者खʯのࡏり方にͭいてا業の࣮も౿ま͑たݕ౼を͓ئいしますʳ
　ঁੑのब業がਐむなど社会の実情が大きくม化している中で、ऀۮのऩೖ要件がある「ऀۮख当」につ
いては、੫੍・社会อো੍とともに、ঁੑύートタイϜ࿑ಇऀのब業調整の要因となっていると指摘されて
います。ް生࿑ಇ省では、࿑において「ऀۮख当」の在り方のݕ౼を行っていたͩくため、「ऀۮख当
の在り方のݕ౼に関しྀߟすき事߲」を取りまとめました。֤企業におかれましては、झࢫを͝理解の上、
企業の実情も౿まえて࿑でਅなし合いをਐめていたͩ
くようおئいਃし上げます。 ࡧݕࡧݕࡧݕ

ᶒ　ब৬ණՏੈظए者の׆༂ʹ͚ͨ支援・ڥඋのਪਐᶒ　ब৬ණՏੈظए者の׆༂ʹ͚ͨ支援・ڥඋのਪਐᶒ　ब৬ණՏੈظए者の׆༂ʹ͚ͨ支援・ڥඋのਪਐ
　�　就৬ණՏ期ੈのਖ਼ࣾһ化にけた集中的な支援を͏ߦとともに、高ߍ中ୀ者やͻきこもりのए者等にର　�　就৬ණՏ期ੈのਖ਼ࣾһ化にけた集中的な支援を͏ߦとともに、高ߍ中ୀ者やͻきこもりのए者等にର　�　就৬ණՏ期ੈのਖ਼ࣾһ化にけた集中的な支援を͏ߦとともに、高ߍ中ୀ者やͻきこもりのए者等にର
し、ڭҭ・就労にΘたるΕない支援を提供し、就労・ཱࣗの࣮ݱにͭなげる。また、多様な࠾用機会をし、ڭҭ・就労にΘたるΕない支援を提供し、就労・ཱࣗの࣮ݱにͭなげる。また、多様な࠾用機会をし、ڭҭ・就労にΘたるΕない支援を提供し、就労・ཱࣗの࣮ݱにͭなげる。また、多様な࠾用機会を
֦େし、୯ઢܕのຊのキャリアύスをม͑ていく。֦େし、୯ઢܕのຊのキャリアύスをม͑ていく。֦େし、୯ઢܕのຊのキャリアύスをม͑ていく。

業ओ۠ࣄ
๏ఆޏ༻

行ݱ ฏ��݄̐̍Ҏ߱
民間企業 ���ˋ　˰ ���ˋ
国、地方公共団体等 ��3ˋ　˰ ���ˋ
ಓݝ等のڭҭҕһ会 ���ˋ　˰ ��4ˋ
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ᶓ�　స৬・࠶ब৬者の࠾用ػձ֦େʹࢦ͚ͨࡦ定・डೖΕۀا支援と৬ۀྗ・ᶓ�　స৬・࠶ब৬者の࠾用ػձ֦େʹࢦ͚ͨࡦ定・डೖΕۀا支援と৬ۀྗ・ᶓ�　స৬・࠶ब৬者の࠾用ػձ֦େʹࢦ͚ͨࡦ定・डೖΕۀا支援と৬ۀྗ・
৬ใの͑ݟΔԽ৬ใの͑ݟΔԽ৬ใの͑ݟΔԽ

　�　స৬・࠶就৬者の࠾用機会֦େにけては、స৬͕ෆརになΒないॊೈな労働ࢢやا業ߦ׳をཱ֬する　�　స৬・࠶就৬者の࠾用機会֦େにけては、స৬͕ෆརになΒないॊೈな労働ࢢやا業ߦ׳をཱ֬する　�　స৬・࠶就৬者の࠾用機会֦େにけては、స৬͕ෆརになΒないॊೈな労働ࢢやا業ߦ׳をཱ֬する
こと͕ॏཁであり、年齢に͔͔Θりない多様なબ࠾・ߟ用機会の֦େのためのࢦのࡦ定を図るとともに、こと͕ॏཁであり、年齢に͔͔Θりない多様なબ࠾・ߟ用機会の֦େのためのࢦのࡦ定を図るとともに、こと͕ॏཁであり、年齢に͔͔Θりない多様なબ࠾・ߟ用機会の֦େのためのࢦのࡦ定を図るとともに、
ख़ا業͔Β長ا業のస৬支援を集中的に࣮ࢪする。また、方ا業のܦӦվֵとਓྲྀؐࡐにରする支ख़ا業͔Β長ا業のస৬支援を集中的に࣮ࢪする。また、方ا業のܦӦվֵとਓྲྀؐࡐにରする支ख़ا業͔Β長ا業のస৬支援を集中的に࣮ࢪする。また、方ا業のܦӦվֵとਓྲྀؐࡐにରする支
援をߦい、ϋϩʔϫʔΫにઐ૭ޱをઃ置するなͲ雇用ٵऩྗの高いのϚοチンά支援をਪ進し、৬援をߦい、ϋϩʔϫʔΫにઐ૭ޱをઃ置するなͲ雇用ٵऩྗの高いのϚοチンά支援をਪ進し、৬援をߦい、ϋϩʔϫʔΫにઐ૭ޱをઃ置するなͲ雇用ٵऩྗの高いのϚοチンά支援をਪ進し、৬
業ྗや৬ใの͑ݟる化を࣮ࢪする。業ྗや৬ใの͑ݟる化を࣮ࢪする。業ྗや৬ใの͑ݟる化を࣮ࢪする。

ᶔ　څܕֶۚのઃͳͲ୭ʹͰチϟンεの͋Δڭҭڥのඋᶔ　څܕֶۚのઃͳͲ୭ʹͰチϟンεの͋Δڭҭڥのඋᶔ　څܕֶۚのઃͳͲ୭ʹͰチϟンεの͋Δڭҭڥのඋ
にも、େֶにも進ֶできる環境を整ߍにも、ઐमֶߍにؔΘΒͣ、高ࣄࡁܦ供たͪの୭も͕、Ոఉのࢠ　�　にも、େֶにも進ֶできる環境を整ߍにも、ઐमֶߍにؔΘΒͣ、高ࣄࡁܦ供たͪの୭も͕、Ոఉのࢠ　�　にも、େֶにも進ֶできる環境を整ߍにも、ઐमֶߍにؔΘΒͣ、高ࣄࡁܦ供たͪの୭も͕、Ոఉのࢠ　�　
͑る。高等ڭҭの進的なແঈ化をن定したࡍࠃਓنݖを൷।して͓り、ݯࡒを֬อしͭͭ、࣮֬にࢠ供͑る。高等ڭҭの進的なແঈ化をن定したࡍࠃਓنݖを൷।して͓り、ݯࡒを֬อしͭͭ、࣮֬にࢠ供͑る。高等ڭҭの進的なແঈ化をن定したࡍࠃਓنݖを൷।して͓り、ݯࡒを֬อしͭͭ、࣮֬にࢠ供
たͪの進ֶをޙԡしできるよ͏な高等ڭҭのࡁܦ的ෛ୲ܰࡦݮをਪ進する。ฦؐෆཁ、څ付ܕのֶۚをたͪの進ֶをޙԡしできるよ͏な高等ڭҭのࡁܦ的ෛ୲ܰࡦݮをਪ進する。ฦؐෆཁ、څ付ܕのֶۚをたͪの進ֶをޙԡしできるよ͏な高等ڭҭのࡁܦ的ෛ୲ܰࡦݮをਪ進する。ฦؐෆཁ、څ付ܕのֶۚを
ઃするなͲ੍ֶۚ度の֦ॆを図るとともに、༮ࣇ期͔Β高等ڭҭまでΕないڭҭඅෛ୲ܰݮを図る。ઃするなͲ੍ֶۚ度の֦ॆを図るとともに、༮ࣇ期͔Β高等ڭҭまでΕないڭҭඅෛ୲ܰݮを図る。ઃするなͲ੍ֶۚ度の֦ॆを図るとともに、༮ࣇ期͔Β高等ڭҭまでΕないڭҭඅෛ୲ܰݮを図る。
あΘͤて、ٛڭҭஈ֊͔Βශ困等にىҼするֶྗ՝のղফを図るなͲະ来を୲͏ࢠ供たͪのࢿを֦あΘͤて、ٛڭҭஈ֊͔Βශ困等にىҼするֶྗ՝のղফを図るなͲະ来を୲͏ࢠ供たͪのࢿを֦あΘͤて、ٛڭҭஈ֊͔Βශ困等にىҼするֶྗ՝のղফを図るなͲະ来を୲͏ࢠ供たͪのࢿを֦
େし、͕֨ࠩݻ定化ͤͣ、୭にでもチャンス͕あるڭҭ環境の整備を進める。େし、͕֨ࠩݻ定化ͤͣ、୭にでもチャンス͕あるڭҭ環境の整備を進める。େし、͕֨ࠩݻ定化ͤͣ、୭にでもチャンス͕あるڭҭ環境の整備を進める。

⑲　継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援⑲　継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援⑲　継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援
　�　2020年度までの期間を65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引上げ促進の集中支援期間と位置付け、　�　2020年度までの期間を65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引上げ促進の集中支援期間と位置付け、　�　2020年度までの期間を65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引上げ促進の集中支援期間と位置付け、
将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を図る。また、エイジレスに働くためのキャ将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を図る。また、エイジレスに働くためのキャ将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を図る。また、エイジレスに働くためのキャ
リアチェンジや雇用ではない働き方を促進するとともに、高齢期の生活困窮を防ぐため就労支援の強化を図リアチェンジや雇用ではない働き方を促進するとともに、高齢期の生活困窮を防ぐため就労支援の強化を図リアチェンジや雇用ではない働き方を促進するとともに、高齢期の生活困窮を防ぐため就労支援の強化を図
ることにより、意欲ある高齢者に多様な就業機会を提供していく。ることにより、意欲ある高齢者に多様な就業機会を提供していく。ることにより、意欲ある高齢者に多様な就業機会を提供していく。

ʲ就৬ණՏ期ੈの支援ʳ
　ब৬ණՏظにब৬ظ࣌をܴえ、ݱ在もϑϦーター等としてస৬を܁りฦす方のਖ਼社һ化にけて、わかも
のࢧԉίーφー・૭口におけるब৬ࢧԉηϛφーによるࢧԉに加え、特定ٻ৬ऀޏ༻։発助成ۚ（長ظ不҆定
。։発ίーε）による事業ओへの助成措置がฏ成��年݄̐̍日から設されました༺ޏऀ༺ޏ

ʲ高ߍ中ୀ者等にରする就労・ཱࣗ支援ʳ
ܕけたΞトϦーνしब࿑・ཱࣗにܞ地域एऀαϙートεςーγϣン（長࿑ಇ局ҕୗ事業）が連、ߍֶ　
。していますࢪԉを実ࢧ

ʲ65歳雇用ਪ進ॿۚʳ
　生֔ݱ社会の実ݱにけて、ࡀ��以上への定年Ҿ上げ等高年ྸऀのޏ༻環境整備、高年ྸの有ܖظ࿑
ಇऀをແޏظ༻にసした事業ओに対して助成する੍です。本助成ۚは、̏つのίーεがあり、֓要は以下
のとおりです。ৄしくは、（ಠ）高ྸ・ো害・ٻ৬ऀࢧ༺ޏԉ機構長ࢧ部高ྸ・ো害ऀ業務課（ి��������
����）へお問い合わせくͩさい。
　ᶗ　�5ࡀܧଓޏ༻ଅਐίーε
　　�　̖�� ༺ޏଓܧ以上のࡀ��ऀ全һを対とするر��$、ࢭ以上への定年Ҿ上げ、̗��定年の定めのഇࡀ��
੍のಋೖ、のいͣれかをಋೖした事業ओに対して助成を行うίーεです。

　ᶘ　ߴྸऀڥ༺ޏඋࢧԉίーε
　　�　高年ྸऀけの機ց設備のಋೖ༺ޏ理੍の整備等について、措置を実ࢪした事業ओに対してඅ༻
の助成を行うίーεです（実ظࢪ間ɿ̎年以内）。

　ᶙ　ߴྸऀແޏظ༻సίーε
ޏظ࿑ಇऀをແܖظ以上かつ定年年ྸະຬの有ࡀ��　�　　
༻にసさせた事業ओに対して助成を行うίーεです。 ࡧݕࡧݕࡧݕ

ಛूɹಇ͖ํվֵͷ࣮͚ͯʹݱɹͦͷ̎
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関౦ߕ৴ӽ੩۠ҹٞڠ会�ୈ��ճ࣍େ会։࠵
ʙݝҹۀ組合ʙ

　݄̓̓日、長ࢢ「ϗςϧϝトロϙϦタン長」にて、全日本ҹ業組
合連合会の関౦ߕ৴ӽ੩地区ҹ協議会のୈ��ճ年࣍大会が、長ݝҹ
。されました࠵業組合のओのもと։
　全体会議・分Պ会・報ࠂ会のޙに։かれたه೦ࣜయで、関౦ߕ৴ӽ੩地
区ҹ協議会会長として長ݝҹ業組合のਗ਼ਫޫ࿕理事長がѫࡰを行
い、「ऀܧޙ不組合һのݮগ等のϚイφεの要因にࢭࣃめをかけ、組
合の活ੑ化を図らなけれならない。ҹは情報ୡをとしており、

下の本送までを対にした広いࢹ
で業քを捉え、ҹをもとからߟえる
ඞ要がある。問題を解消できる場ॴである
年࣍大会を有ޮに活༻したい」とड़られま
した。
　ॕࣙは、ٶ下一ऺ議Ӄ議һ、Ѩ部क一
長ݝ知事がड़られ、ظ࣍։ݝ࠵の੩Ԭ
をさࡰ業組合のԮ๛理事長がѫҹݝ
れました。また、ࣜయޙの࠙会は、本会
のय़日ӳኍ会長のסഋの発によって大
に։࠵されました。

　݄̒��日、長࠭ݝརࡅੴ事業協同組合連合会の
高ݟᖒलໜ会長ฒびに長ࡅݝੴ業組合のখྛਖ਼
理事長が来会し、ܰ༉Ҿ取੫に係る課੫໔੫措置
のظ間Ԇ長の上ਃについて、本会のࠤ々ਖ਼ઐ務
理事に要書をखされました。
　業քの࠾ੴ場・プϥント等で༻するܰ༉につい
ては、ܰ༉Ҿ取੫に係る課੫໔੫措置の対ऀとし
て「߭物（ؠੴ及び࠭རをؚむ）の۷࠾事業をӦむऀ」
が指定され、ฏ成��年݄̐̍日からฏ成3�年݄̏
3�日まで、課੫໔除措置がߨじられています。
　࠭ར・ࡅੴ等はίンΫϦートಓ࿏等の社会ࢿ本整備・ҡ࣋理に不Մܽな基ૅࡐࢿです
が、ࡐࠎध要が大෯にݮগする中、Ձ格の低でۙ年の೩ྉ・ࡐྉՁ格上ঢをՁ格
に適ਖ਼にసՇする͜とも極めてࠔな状گである͜とをઆ໌し、中খ企業ऀでめられてい
る業քへのӨڹが大きい͜とをૌえられました。
　͜れを受け、ฏ成3�年݄̏3�日にݶظが౸来するܰ༉Ҿ取੫の課੫໔除措置のظ間Ԇ長
について、૯務省及び経済࢈業省に強く要するよう、全国中খ企業団体中央会に上ਃして
まいります。

ฏ��の੫੍վਖ਼に関するཁ͕͋りま͠た

長野県࠭རࡅੴ
ಉ߹࿈߹会ڠ業ࣄ
会長　ݟߴᖒ�लໜ

長野県ࡅੴ業߹
ཧࣄ長　小ྛ�正
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ʮ৽ֶنଔऀの࠾༻֦େʯのཁ͕͋りま͠た

　݄̓̕日、長ࢢ「ϗςϧϝϧύϧΫ長」にて、長ࣗܰݝ動ंӡ
送協同組合の生4�प年ه೦ࣜయが։࠵されました。
　ࡔਖ਼ಓ理事長はѫࡰで、「昭和��年��݄の長ݝ生以来、h ՙओ
さΜの৺をӡͿं 、ɦh お٬様ୈ一ओٛ をɦεローΨンに、バϒϧ่յ、
ϦーϚンγϣッΫ等のࠔをりӽえてきました。長ݝ生4�प年
をܴえるにあたりॳ৺にり、より地域社会に৴པされるとなるため、
。なるඈ༂を目指して努力していくॴ存です」とड़られましたߋ
　4�प年のه೦事業として、組合は長ݝ及び日本ेࣈ社長ࢧݝ部にंいすをそれͧ
れ��ͣつد付しました。د付の目を受け取った中ౡܙ理長ݝ෭知事は、「ंいすは֤

ࢪࢱ設で有ޮにいたい」とँײをड़られました。
෭知事、খྛଇݝ理長ܙ೦ࣜయでは、中ౡه　
全国ܰࣗ動ंӡ送協同組合連合会会長、内ۉ
ऺ議Ӄ議һ、ࢁ下थ᷂46#"36国内Ӧ業本部法人
Ӧ業部課長、本会Ҫग़߂߁理事・事務局長がॕ
ࣙをड़られ、ه೦ࣜయ、ه೦ॕլ会へは来ෂ、組
合һ等૯���໊の関係ऀがग़੮し大に։࠵さ
れました。

　݄̓��日、来य़ଔ業予定の高ߍ生けٻ
人が公։されたのを受けて、長ڭݝҭҕ
һ会のོࢁݪ一ڭҭ長及び長ڭݝҭҕһ
会の୲当ऀฒびに長ݝの୲当ऀが本会を
๚問され、長ڭݝҭҕһ会ڭҭ長、長
業࿑ಇ部長の連࢈ݝ民文化部長、長ݝݝ
໊による「中ֶߍ・高等ֶߍ・特別ࢧԉֶ
の֦大等につい༺࠾ଔ業ऀのنの৽ߍ
て」の要請を本会のࠤ々ਖ਼ઐ務理事に
खすと共に、特別ࢧԉֶߍ高等部生の৬
場実शの受けೖれઌ֦大についても要請されました。
適ੑݸ高等部生についてߍԉֶࢧ生のब৬内定は高いが、特別ߍҭ長は、「高ڭࢁݪ　
ੑに応じた৬場実शの受ೖ事業ॴがりない課題がある」とઆ໌されました。
　また同日、長ݝ高等ֶߍ長会長の内ງൟར上ా高等ֶߍ長及び長ݝ高等ֶߍ長会の֤
部会長が๚問され、「高ߍ生のためのब৬֦大のおئいについて」の要請を本会のࠤ々ઐ
務理事にखされ、地域企業と高ߍの連ܞによるޏ༻の֬อ等について要されました。
　地域の৽نଔ業ऀのޏ༻֬อに関し、会һのօ様の͝理解と͝協力をおئいいたします。

ࣗܰݝಈंӡૹڠ同組合��पه೦ࣜయを։࠵

ࣄҭ長ɺӈ͕ຊ会佐々木ઐཧڭҰོࢁݪࠨ
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　݄̓�3日、ܰ܊ٱࠤҪொ「ܰҪプϦン
εϗςϧΤεト」にて、ฏ成��年関౦ߕ৴
ӽ੩ϒロッΫ中央会会長会議を։࠵しました。
　全国中খ企業団体中央会の大ଜޭ࡞会長をは
じめ、̍ݝ��の中খ企業団体中央会会長に͝
参加いたͩき、本会のय़日ӳኍ会長を࠲長に、
ୈ��ճ中খ企業団体全国大会に係る中খ企業対
策に関する要を૯合・ۚ༥・੫੍・業・࿑
ಇ・業の̒つに区分して議していたͩきま
した。
　わが国の経済は؇かなճ෮基調にあるとされているものの、中খ企業・খن事業ऀが
ਅにؾܠճ෮を実ײできていない中で、地域経済を下ࢧえする中খ企業・খن事業ऀへの
の֦ॆ・強化を図るようಇきかࢉめ、中খ企業対策予ٻをࢪଓ的・機動的な実ܧ対策のؾܠ
けていく͜とを֬認しました。

　ଓいて、本会のࠤ々ઐ務理事より、全国大
会の४備状گについてઆ໌を行いました。
　「��݄��日（）にদ本ࢢのΩッηイ文化ϗー
ϧで։࠵されるh ୈ��ճ中খ企業団体全国大会ʱ
では、ݝ֎�内���໊を目ඪに͝参加ݝ、໊���
いたͩき、長ݝのものづくりٕज़、ઌਐ企
業のհを通して༏れたٕज़力をΞϐーϧし、
ࣗ然・環境等長ݝのྑさを知っていたͩく機
会にしたい」と協力を要請しました。
　また、全国中খ企業団体中央会の∁ڮथઐ

務理事より「ۙ࠷のگܠとओな政策課題」についておをいたͩきました。
　会議ऴྃޙには、ࡢ年̜̓ަ通大ਉ会合が行われた「β・プϦンεϰΟϥܰҪ」等のࢪ設
。を行いましたֶݟ
　࠙会では、։ݝ࠵ѫࡰとして、本会のय़日
ӳኍ会長がܴのѫࡰを行い、͝来ෂのஐ
ଇ長࢈ݝ業政策࢈݉業࿑ಇ部部長、দ下߶
ࡰళ長に͝ѫࢧళࢧ長ݿ組合中央᷂ۚ࢜
をいたͩき、全国大会特別ҕһ会ҕһ長を務め
る本会の政෭会長のסഋの発により、
࠙会が࢝まりました。
　来年の։ݝ࠵であるࢁསݝ中খ企業団体中
央会のࢁ܀थ෭会長の中కめにより、࠙会
は会のうͪにऴྃしました。
　��݄の全国大会を成ޭさせるため、会һօ様の͝協力をࣀりますようおئいいたします。

ฏ����関౦ߕ৴ӽ੩ϒϩοΫதԝ会��会会ٞを։͠࠵ま͠た
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˔全国தԝ会ฏ��௨ৗ૯会։࠵
　全国中央会は、݄̒3�日、"/"インターίンνネ

ンタϧϗςϧ౦ژ（౦ژߓ区）において、ฏ成��年

通常૯会を։࠵しました。

　૯会では、ฏ成��年決ࢉ関係書ྨ及び事業報ࠂ書

ฒびにฏ成��年事業ܭը及びऩࢧ予ࢉ等のঝ認を受

けたほか、ظຬྃによるһの改બが行われました。

　૯会には、来ෂとして、高ཅհ経済࢈業෭大ਉ、

ג一ڵࡉ、長࣍中খ企業庁長࢘ګ٢、෭大ਉ࢈本ַް生࿑ಇ෭大ਉ、࡚ཅีྛਫڮ

ࣜ会社日本政策ۚ༥公ݿද取క૯ࡋ、Ҵ֞ޫོࣜג会社組合中央ۚݿද取క෭

社長、高ాୱ史ಠཱ行政法人中খ企業基盤整備機構理事長等の͝ྟ੮をいたͩきました。

　なお、૯会の੮上、中খ企業ৼޭڵ࿑ऀݦজࣜを行い、「中খ企業団体特別ޭ࿑ষ」ฒび

に「中খ企業団体ޭ࿑ষ」がଃఄされました。

　̡ 中খ企業団体特別ޭ࿑ʳ

　　ా　ۍ　　఼　Ѫ知ݝ中খ企業団体中央会લ会長　全国中খ企業団体中央会෭会長

　̡ 中খ企業団体ޭ࿑ষʳ

業組合連合会લ会長　　全国中খ企業団体中央会事හ　　఼　全国ۚ　ݪ　܀　

　また、૯会ޙの࠙ύーςΟーには、ར໌ࣗ民ౘ੫੍調査会෭会長、ѭ一ऺ議Ӄ議

һ、ࢁ口ହ໌ࣗ民ౘ組৫ӡ動本部長、ࢁ口ಹஉ公໌ౘද、Ҫ上ٛٱ同װ事長ほかଟの

国会議һの͝ྟ੮をいたͩきました。

ओऀ࠵ѫࡰΛ͢Δେଜ会長

૯会ͰདྷෂѫࡰΛ͢Δߴ木࢈ࡁܦ業෭େਉɺڮຊްੜ࿑ಇ෭େਉɺ࡚ྛਫ࢈෭େਉ

࠙会ͰདྷෂѫࡰΛ͢Δརࣗຽౘ੫੍ௐࠪ会෭会長ɺѭऺٞӃٞһɺ໌ެޱࢁౘද
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が上ࢯಙӈᦱݪのਖ਼ಙ̎年、ॳ大ظ中࣌ށߐ　
ㆉㆿㆉㆂㆵ

ւ
ଜ
㇀㇉

ൢ・の地にҠり、ஃの造ࢁから൧（ࢢଜ上ݝ৽ׁݱ）
売を行う「ӽޙ上ւஃ」を業しました。
　൧ࢁஃの造は৬人による分業੍によってࢧえられて
います。地、ࣘֆ、ூࠁ、ۚ۩とそれͧれの৬人が࡞り
上げたものを、同社のようなஃళが࣫ృり・ۚഩషり・
ۚ۩う ・ͪ組ཱてを行います。ஃ全体に高ࣘֆ০りۚ۩、
ۚഩがࢪされた൧ࢁஃは、ଟくの৬人のٕज़が一体とな
り、ଞの࢈地にはないҀᗞ߽՚なझをৢしग़しています。

　൧ࢁஃは、ஃを一つͻとつの部に分解する͜とができるため、ચ୕する
͜とがՄです。部をきれいにચড়し、࣫の࠶ృ・ۚഩషり・ۚ۩うͪ・組
ཱてをしす͜とにより、ஃのًきをોらせる͜とができます。ઌ日、同社に
ఱอ̒年（��3�年）ಙӈᦱཱてとهされたஃがચ୕にؼってきました。���
༨年間大切に受けܧがれてきたஃは、ચ୕する͜とで、そのՈのߋなる歴史を
重Ͷる͜とができます。
　人々の生活環境ॅ事情がม化する中で、൧ࢁஃ事業協同組合では৽たな
生活様ࣜに合わせたஃの։発に取り組みました。同社は「ݟ

ㆿ ㆓

ӽしٶ
ㆎㆄㆧ㇓

఼」の࡞ࢼ։
発を୲当し、「間からखݩへ」をίンηプトに൧ࢁஃの౷のٕをܧঝしつつ
も、身ۙに置きすいஃの࡞を目指し、̎年の݄ࡀをかけて「൧ࢁஃ৽
45:-&」として化されました。

　同社のද取క上ւ一ಙࢯは、「০りۚ۩高ࣘֆ、ଟ࠼な
ூࠁがࢪされたҀᗞ߽՚さが൧ࢁஃの特。ॅ事情がม化す
る中でັ力的なஃを࡞り、展ࣔ会にग़展する͜とでগしͣつ
り上げていきたい」とされました。

1712年（正徳２年）　初代大原徳右衞門氏が越後屋上海仏壇を創業
1734年（享保19年）　２代目徳右衞門氏が代表となる
　　　　　　　　　　�以降、10代目の徳右衞門氏まで代表は徳右衞門の

名を襲名
1895年（明治28年）　７代目徳右衞門氏が仏壇仏具同盟の設立に携わる
1964年（昭和39年）　有限会社上海仏壇店に法人改組
1990年（平成２年）　有限会社上海本店に改称
2004年（平成16年）　10代目上海徳右衞門氏が旭日小綬章を受章
2006年（平成18年）　代表取締役に第11代上海一徳氏が就任
2010年（平成22年）　上海一徳氏が飯山仏壇事業協同組合理事長に就任

  主なあゆみ

৴भの�ʓʓ年ۀا
ɹࣾձࡁܦͷมભͷ中に͋ͬてଟにわͨΓࣄ業をܧଓ͠ɺ
Ҭࣾձに͠ݙߩて͖ͨฮ企業を͝հ͠·͢ɻ

༗ݶձ্ࣾ
͡ΐ͏か͍΄ΜͯΜ

ւຊళʢ൧ࢢࢁʣ

ୈ17ճ

ࣄ 業  ༰　�ஃɾ۩ͷɾൢച
　業　　����ʢ正ಙ̎ʣ
業࣌ͷ߸　ӽޙ্ւஃ
業࣌ͷࣄ業　ஃͷɾൢച

༗ݶձ্ࣾ
͡ΐ͏͔͍΄ΜͯΜ

ւຊళ
൧ࢢࢁେࣈ൧ࢁ������

お仏壇の脇の壁部分に天保
六年と記載がありました。
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ΦϦδφϧͷΞϧϛ߹ۚΛ։ൃ

　εΩーϙーϧの部
造で����（昭和3�）年
業以来、εΩーϙーϧを
中৺に、ۚଐバット、ト
ϨッΩンάϙーϧなどの
։発・造もखがける、
ΩβΩ。εΩー人ؾが低
する中、「݈߁」をςー
Ϛにしたづくりで
目されています。
　ૣくからΞϧϛεΩーϙーϧをखがけた同社
はૉࡐ։発にも力。ಠࣗの造方法と強の実
を目指し、大खΞϧϛϝーΧーと共同でΦϦδݱ
φϧのΞϧϛ合ۚを։発したほか、ΧーϘンε
ΩーϙーϧでもੈքのύイΦχΞとして知られて
います。
　さらに、つͶに҆定したものづくりをࢤ。ε
Ωーϙーϧのࣗ動組ཱϥインをいͪૣく։発・ಋ
ೖし、��年に࢝めたۚଐバットでは業քॳの一؏
生࢈を実ݱしました。
　一؏してΞϧϛύイプの加ٕज़をٻし、�3
年にϐーΫをܴえたεΩーϙーϧ以֎の։発
に力をೖれる同社。そのస機となったのは��年
ౙ、Ϥーロッύを๚れたलਉ社長がϊϧ
σΟッΫΥーΫにॳめてग़会った͜とでした。
　「ਅౙにもかかわらͣ、γϣップにはϊϧσΟッ
ΫΥーΫのϙーϧがͣらっとฒΜでいた。Ϥー
ロッύで͜れからྲྀ行るεϙーπͩとฉいて、と
てもڵຯをͪ࣋ました」。

Ճٕज़ͦͷͷച͍͖͍ͬͯͨ

す͙、国内大खεϙーπϝーΧーからϊޙ国ؼ　
ϧσΟッΫΥーΫϙーϧの։発依པがあった͜
とが決めखとなり、共同で։発をεタート。その
在国内��ˋۙいݱ、社ϒϥンυで化しࣗ、ޙ
γΣΞをތります。
　人ؾの理༝は、άϦップ。「ʠѲらないʡάϦッ
プをߟえΖ、というઐՈのΞυバイεに従い、
ো害高ྸ等のためしっかりѲれない人にも
ϑΟットするάϦップをߟ案。それがଞ社との差

別化につながりました」
　͜͜から生したの
が、プーϧでのਫ中า
行ӡ動で༻するΞΫ
ΞΥーΩンάϙーϧ。
同社が։発したੈքॳのです。
　ো害ऀ高ྸऀのϦϋϏϦྍ࣏ے力ճ෮のた
め、プーϧでのਫ中า行܇࿅がී及。一方で、ਫ
圧によってバϥンεを่しすく、खすりのない
場ॴではࠔという課題も。そ͜で、ิ助とし
てΞΫΞΥーΩンάϙーϧをར༻すれ୭でも
ޮ果的なトϨーχンάがՄとߟえ、ものづくり
ิ助ۚを活༻し࡞ࢼ・։発に取り組みました。
　खをしたϙーϧがਫ中にむとো害ऀ高ྸ
ऀは取るのがࠔなため、ࢼ行ޡࡨの、ਫ໘に
ුきཱつ࠷適なϙーϧ形状を։発。さらに੩ిృ
機をಋೖし、ଠい部分とࡉい部分が一体となっ
たҟ形状をඒしくృするٕज़も取り込みました。

　「当社は成ϝーΧーな
ので、ٕज़そのものを売る
という発はなかった。し
かし͜れからは、ృٕज़
をはじめ、加ٕज़そのも
のも売っていきたい」と
社長。設備ࢿの成果に
大きなࣗ৴をಘて、展ࣔ会
などで積極的にΞϐーϧし
ていくߟえです。

ʣࢢձࣾΩβΩʢখॾࣜג

ձࣾΩβΩࣜג
　　ද　දऔక社長　木࡚लਉ
　　業　����ʢত��ʣ�݄
ࢿ ຊ ۚ　����ສԁ
ຊ　　社　小ॾࢢେࣈՃ૿্ͷฏ�����
　　　　　5&-�������������　'"9�������������
ۚ�　業༰ࣄ ଐόοτɺεΩʔϙʔϧɺτϨοΩϯά

ϙʔϧɺา行ิॿ༻εςοΩɺΥʔΩϯ
άϙʔϧͳͲͷઃܭɾ։発ɾɺεϙʔ
πΞΫηαϦʔͷ企ըɾ༌ೖɾൢച

高度なアルミ加工技術と新たな塗装技術の融合で、
世界初のアクアウォーキングポールを開発。

歩くリズムとバランスが取りやす
い、アクアウォーキング

“握らない”グリップで人気の
ノルディックウォーク

美しい塗装を実現した、
静電塗装機
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先端機能部品の技術商社として、
独創的かつ世界レベルの技術、製品の開発に挑戦。
ΈΜͳͰू·ͬͯ͠ڀݚΑ͏

　ද໘に特घな機
を࣋たせた機
部は、ܰ ബখ、
高৴པੑに加え、
省ݯࢿ・省Τネ、
環境対策などのٕ
ज़ֵ৽がٻめられ
ています。
　("45� +"1"/
はઌ機部のٕज़社として、͜のٕज़ֵ৽
χーζに対応。ٕज़企業大ֶ等と積極的に連ܞ
し、「৽構造ࡐྉٕज़」「৽生ٕ࢈ज़」等の発۷・
調査・実༻化にઓしଓけるϕンνϟー企業です。
　同社のओ要業務は、ւ֎٬ސを中৺にαプϥイ
νΣーンによる࣭อূ業務情報調査を行う
「国ࡍӦ業ࢧԉ」、プϨε加、ダイΩϟεト、切
削加ܕۚ、造などࣗ社およびఏܞઌ企業での
「機構部の一؏生࢈受ୗ」、৽ૉࡐ・৽法など
ઌ機部ڀݚとੈ࣍業化業ڀݚに特化
した「3�%業務」。ಠ的かつੈքϨϕϧのՁ
を࣋つٕज़、の։発を目指しています。
　同社は���3（ฏ成��）年、ݸ人事業などの̓
社がूまりγχΞϕンνϟーの共同会社として設
ཱしました。(FU�UPHFUIFS�"OE�4UVEZ�5PHFUIFS（み
Μなでूまってڀݚしよう、のҙ）の಄文ࣈから
取った社໊が設ཱの༝来を物ޠります。
　「どΜなにྑいٕज़を࣋っていても、ݸ人事業
では٬ސに対する৴༻を୲อするのはしい。当
社はॳදは࣓ؾճ࿏、ࢲはૉٕࡐज़、ݱ社長
は業関係、そしてظ࣍社長はిࢠ関係がಘҙ。
いΖΜな力を࣋った人間がूまり、ಘҙ分を
活かしてੈの中にないものをつくれ会社として
の৴༻がಘられ、地域で生きっていく͜とがで
きる。それが設ཱの目的でした」。ԣඌՅද
取కはそうします。

ಋମؔͰྔ͕࢝࢈·Δ

　3�%業務での։発ςーϚとして、ものづくり
ิ助ۚを活༻して取り組Μͩのが「高ߗۚଐࡐ
ྉをったҩྍҩༀ関連部の։発」。

　εςンϨεにγϦ
ίンをࠞ合し、低Թ
の処理で高ߗ
がಘられ、不動態被ບのްບ化によりࡺびにくい
などの৽たな特ੑをग़。その特ੑを活かしたᭆ
部などの༻్։発に取り組Μでܕۚ༺ࡎৣࢠ
います。
　「一般のεςンϨεはࡺびにくいですが、ߗい
εςンϨεはٯにࡺびすい。γϦίンをࠞ合す
る͜とでߗを高める処理Թが低くてすみ、
当社のখさな処理でもつくる͜とができま
す。要ٻ࣭がྨࣅしているಋ体関係でҾき合
いがあり、すでにྔ࢈が࢝まっています」。
　一方、ੈ࣍業化業ڀݚでも目の成果が
ಘられています。ޫ防機ثを։発し、害をప
ఈ的にۦ除。全ແༀのとうもΖ͜しのഓに
成ޭし、それをったমயの։発を行いました。
さらにޮのྑいづくりを目指し、ඍ生物η
ンγンάプϨートの։発なども行っています。「ҏ
ಹࢢຳྠ地区はかつてとうもΖ͜しの໊࢈地で

全国にछをग़ՙし
ていたとか。我々
のڀݚ։発で࠶び
とうもΖ͜しの大
地にできれ地࢈
域ݙߩになる」と
ԣඌද取కは
。待していますظ

("4T +"P"N ࣜגձࣾʢҏಹࢢʣ

ձࣾࣜג�/"1"+�45")
　　ද　දऔక　ԣඌՅ
　　業　����ʢฏ��ʣ�݄
ࢿ ຊ ۚ　����ສԁ
ຊ　　社　ҏಹڥࢢ����
　　　　　5&-�������������　'"9�������������
डୗɺ࢈෦ͷҰ؏ੜߏػԉɺࢧӦ業ࡍࠃ�　業༰ࣄ

3�%業ɺಛघܭଌஔൢചͳͲ

硬度計測などによる
高速全数精密測定システム

幅広い熱処理に対応できる真空ガス置換炉

研究開発室。さまざまな研究開発の拠点
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　従業員との関係は夫婦に似ています。
　お互いに何を求めるのか、明解にしておかない
と、思わぬ紛争になります。
　雇うなら、①期間②働く場所③仕事の内容④働
く時間（残業の有無）⑤休憩・休日・休暇⑥賃金
⑦退職金の有無を必ず書面で明らかにする必要
があります（雇用契約における「絶対的明示事
項」）。
　「人手が足りない」とあせって採用すると、自
分の働きぶりを棚にあげて、労働者の権利ばかり
主張され、互いに信頼と愛情を失っていきます。
　本当に、この人で良いのか見極め、採用したか
らには、多少の不満には目をつむって、添い遂げ
ようと互いに努力することが大切です。打たれ弱
く挫折しやすい若者を根気よく育て、つなぎとめ
ることができた会社こそ、業界の勝者となります
（今や競争は市場でなく、社内の人材育成に移っ
ています）。
　能力が低いので普通解雇したくても、事前に十
分な教育の機会を与えなければ、解雇に正当な理
由がないとされることがあります。解雇予告手当
（１カ月分の給与）さえ支払えば、いつでも解雇
できると思うのは、まちがいです。
　売り手市場ですから、解雇されてもすぐに再就
職先が見つかれば、従業員は泣き寝入りするかも
しれません。

　しかし、本来、解雇とは、客観的で合理的な理
由があって、社会的に相当でなければ認められま
せん（我が国は「厳格な解雇規制」を採っていま
す）。
　「気にいらない」「反抗的だ」「協調性がない」
等の主観的な理由での解雇は、危険です。あとで、
解雇権の濫用と判断されれば、解雇は無効となり
ます（「解雇権濫用法理」）。その場合、解雇した
日にさかのぼって賃金を支払ったうえ、円満に退
職してもらうためにさらに解決金を支払わなく
てはならないこともあり得ます。
　日頃から会話を多くし、なぜ、互いの関係がダ
メになったのか、従業員にも相当な落ち度があっ
たと理解されなければ、円満な関係解消（解雇・
退職）はできません。
　金の切れ目が縁の切れ目といわんばかりに、従
業員の不満の多くは、雇用契約の終了にあたり噴
出します（労働局に持ち込まれた総合労働相談の
うち、30％が退職・解雇をきっかけとするもの
です。平成28年度厚労省データ）。
　「雇入通知書をもらってない」「有給休暇をとら
せてもらえなかった」「残業代をごまかされた」
「パワハラを受けてきた」「賃金が安い」次々と吹
き出る従業員の不満をまとめて聞かされるのは、
会社にとってもつらいことです。
　有給休暇の平均付与日数は18日もあるのに、
全国平均で8.8日しか取得していません（平成28
年厚労省調査。有給消化率47.６％）。計画年休
だけでなく、自由に有休を取得しやすい環境を整
えましょう。残業代は、５分単位でつけるのが主
流ですから、15分単位で運用しているところは、
できるだけ見直しましょう。まじめな長野県民
は、セクハラよりパワハラを犯す危険性が高いよ
うです。声の大きさ、言葉使い、くどくなってい
ないか注意しましょう。
　夫婦も労使もなれ合いを避けて、適度な緊張感
をもってお互いに健康であることが大切です。
　健康経営が実践できているか、たまには専門家
に意見を聞いてみませんか。

安定経営期にあたって
　の留意事項
労働問題について

（使用者側）
弁護士　織　英子

ห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢのห࢜ޢの
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☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　��ϥΠϑελΠϧͷݟ͠Ͱɺ
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「部落差別の解消の推進に関する法律」が
平成28年12月16日から施行されました

■同和問題とは
　日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長
い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国
固有の重大な人権問題です。

■同和問題（部落差別）の解決に向けたこれまでの経緯と課題
　同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和44年以来33年間、特別措置法に基づき、地域改
善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一
般地区との格差は大きく改善されました。
　しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたりする事案が依然と
して存在するほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされるといった事案も発生して
います。
　また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、同和問題を口実として企業・行政機関等へ不当な圧力をかけ、
高額の書籍を売りつけるなどの、いわゆるえせ同和行為も問題となっています。

■法務省の人権擁護機関の取組
　従来から、同和問題（部落差別）の解消を重要な人権課題と捉え、啓発・広報活動等に積極的に取り組むと
ともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、被害の救済・予防を図っています。特に、インターネッ
ト上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情
報を認知した場合は、その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。
　また、全省庁参加の下、「えせ同和行為対策中央省庁連絡協議会」を設置し、地方においても全国の法務局・
地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し、えせ同和行為排除のための取組を
行っています。

同和問題（部落差別）を始めとする人権問題やえせ同和行為でお困りの方はご相談ください。
　みんなの人権110番　0570-003-110
　インターネット人権相談受付窓口　http://www.jinken.go.jp/

同和問題（部落差別）に関する参考資料
　えせ同和行為対応の手引　http://www.moj.go.jp/content/000122217.pdf
　人権ライブラリー　http://www.jinken-library.jp

法務省・全国人権擁護委員連合会
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��歳から��歳の在職者で雇用確保措置終了前の方

自らの能力・経験を生かして働くことを希望する方

雇用確保措置終了後に��歳以降も働くことを希望する方

キャリア人材活用をしませんか？

無料で人材を紹介します！

公益財団法人 産業雇用安定センター 長野事務所
長野県長野市栗田源田窪１０００－１ 長栄長野東口ビル３階 ＴＥＬ ０２６－２２９－０５５５

キャリア人材バンク登録者は下記
に該当する方になります。


